
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

     

  

 

認知症や障がい等によって適正な判断がで

きず、大切な財産や地域で暮らす基本的な権

利を阻害される恐れのある方たちがいます。 

その方たちの「権利」を護るために、地域で

支え合うために 

今、自分にできることは何か―― 

地域のもつ「力」、あなたの「力」！ 
あのロッキード事件を担当した元東京地検

特捜部の「堀田力さん」が地域を語る！ 

講師：堀田
ほ っ た

力
つとむ

さん（弁護士） 
公益財団法人さわやか福祉財団理事長 

復興推進委員会委員（復興庁） 

テレビ朝日放送番組審議会委員長 他各界で活躍中。 

平成２４年１０月５日（金） 
開演：午後６時３０分～（受付開始：午後６時） 

場所：ふれあいプラザ 
東武東上線志木駅東口徒歩２分 フォーシーズンズ志木（丸井）８階 

   

※裏面の申込み用紙にて 

事前の申込みをお願いいたします。 
 

入場無料 

定員 150名※ 

 

申込み・問い合わせ先 

社会福祉法人志木市社会福祉協議会 
電話 ０４８（４７５）２２７７ 

http://www.shiki-syakyo.or.jp 

「この地域で一緒に暮らす」こと 



 

 

成年後見制度講演会 

この地域で一緒に暮らす「～市民後見人のすすめ～」 

 

□タイムスケジュール（予定） 

      １８：００～       受付開始 

      １８：３０        開会、あいさつ 

      １８：３５～１８：５５  ＤＶＤ上映 

「自分らしい明日のために」（企画製作：一般財団法人民事法務協会） 

      １９：００～２０：３０  講演「市民後見人のすすめ」 講師：堀田力氏 

      ２０：３０        終了 

    

    □お申し込み・お問い合わせ 

      社会福祉法人志木市社会福祉協議会 相談支援事業所 

      電話 ０４８－４７５－２２７７  ＦＡＸ ０４８－４７５－００１４ 

      E-MAIL soudan@shiki-syakyo.or.jp 

 

 

 

申 込 用 紙               ９／２１（金）〆切 

 

               ＦＡＸ ０４８－４７５－００１４ 

 

１０／５開催「成年後見制度講演会」 

氏名 電話（ＦＡＸ）番号 居住地 

 

 

 志木市・朝霞市・新座市・和光市 

その他（          ） 

 

 

 志木市・朝霞市・新座市・和光市 

その他（          ） 

 

 

 志木市・朝霞市・新座市・和光市 

その他（          ） 

 

 

 志木市・朝霞市・新座市・和光市 

その他（          ） 

 

 

 志木市・朝霞市・新座市・和光市 

その他（          ） 

※お預かりした個人情報は本講演会に関すること以外の目的には利用しません。 

※定員を超えた場合は抽選となります。ご参加いただけない場合のみご連絡いたします。 

※メールでお申し込みの場合、件名は「成年後見制度講演会申込み」とし、メッセージ欄に 

「氏名」「電話番号」「居住地」を記入し送信してください。 

※ご参加にあたり、特別な配慮が必要な方は事前にお申し出ください。 

 



時間 単位 時間数（分） タイトル 内容 講師

9:15-
9:30 － 開校式・オリエンテーション

9:30-
12:30

3.0 180 市民後見概論 市民後見概論 司法書士　

10:00-
11:30

1.5 90 市町村・地域の現状 地域福祉（社協について） 志木市社会福祉協議会

12:20-
14:50

2.5 150 対象者理解 高齢者理解（認知症） 保健師　

1.0 60 対象者理解 障がい者理解（知的障がい）
志木社協多機能型事業所

ｻｰﾋﾞｽ管理責任者

1.0 60 対象者理解 障がい者理解（精神障がい）
志木市健康増進センター

保健師

10:00-
11:30

1.5 90 成年後見制度の基礎 成年後見制度概論 弁護士　

1.0 60 成年後見制度の基礎 各論Ⅰ　法定後見制度 弁護士　

0.5 30 成年後見制度の基礎 各論Ⅱ　任意後見制度 　弁護士　　

14:10-
14:40

0.5 30 成年後見制度の基礎
成年後見制度と市町村責任
成年後見制度利用支援事業

志木市福祉課

14:40-
15:10

0.5 30 成年後見制度の基礎
地域福祉・権利擁護の理念
日常生活自立支援事業

志木市社会福祉協議会

1.0 60 民法の基礎 家族法 司法書士

1.0 60 民法の基礎 財産法  司法書士

13:00-
14:30

1.5 90 関係制度・法律 介護保険制度 志木市高齢者ふれあい課

14:40-
15:40

1.0 60 関係制度・法律 高齢者施策／高齢者虐待防止法 志木市高齢者ふれあい課

15:50-
16:50

1.0 60 関係制度・法律 障害者施策／障害者虐待防止法
厚生労働省障害福祉課

虐待防止専門官

10:30-
12:00

1.5 90 関係制度・法律
関係諸制度の基礎
生活保護制度・健康保険制度・年金制度

社会保険労務士

13:00-
13:30

0.5 30 関係制度・法律 税務申告制度　等 税理士　

13:40-
14:40

1.0 60 市民後見活動の実際 後見実施機関の実務と市民後見活動に対するサポート体制 志木市社会福祉協議会

14:50-
15:50

1.0 60 市民後見活動の実際 現役市民後見人による実践報告 権利擁護支援員１名

11:00-
13:00

2.0 120 対人援助の基礎 対人援助の基礎 社会福祉士

14:00-
15:30

1.5 90 家庭裁判所の実際 家庭裁判所の実際 家庭裁判所参与員（税理士）

15:40-
16:10

0.5 30 体験実習 体験実習についての留意点 志木市社会福祉協議会

10:50-
12:50

2.0 120 成年後見の実務 申立手続き書類の作成   司法書士

13:40-
15:10

1.5 90 成年後見の実務 財産目録の作成    司法書士

15:20-
16:50

1.5 90 成年後見の実務 後見計画・収支予定の作成     司法書士

2.5 150 体験実習 後見業務同行 志木市社会福祉協議会

5.0 300 体験実習 施設実習（市内、高齢者・障がい者施設） 市内各施設

11:00-
12:30

1.5 90 成年後見の実務 報告書の作成     司法書士

13:30-
15:00

1.5 90 成年後見の実務 後見報酬付与申立の実務     司法書士

15:10-
16:40

1.5 90 成年後見の実務 後見事務終了時の手続き／死後事務     司法書士

11:０0-
16:０0

5.0 300 課題演習 事例報告と検討 社会福祉士

16:００
-1６:３

0
－ 修了式

3.0 － レポート作成
①体験実習を受けて
②自分が考える市民後見人像

11/17 土

休憩（50分）

休憩（10分）

15:00-
17:00

平成24年度市民後見人養成講座プログラム

基礎研修（２２．５時間）

月日

11/10 土

実践研修（26時間）

11/24 土

休憩（60分）

12:30-
14:00

休憩（10分）

休憩（10分）

12/8 土

休憩（60分）

休憩（10分）

休憩（10分）

12/1 土

10:00-
12:00

休憩（60分）

休憩（10分）

2月中

3/2 土

休憩（60分）

休憩（10分）

3/9 土

　※　本カリキュラムは、厚生労働省、法務省、最高裁判所がオブザーバーとして参加した「介護と連動する市民後見研究会」
　　　（事務局：ＮＰＯ法人地域ケア政策ネットワーク）において策定された研修カリキュラムを参考に作成したものです。

　※　当養成講座の修了によって成年後見人等になることが約束されるものではありません。

1/19 土

休憩（60分）

休憩（10分）

1/26 土

休憩（50分）

休憩（10分）
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